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開 会 午前10時50分

〇丸山隆弘委員長 ただいまから予算・決算

委員会を開会します。

本日の本会議におきまして本委員会に付託

されました第145号議案 令和３年度新城市

一般会計補正予算（第９号）の１議案を審査

します。

審査は説明を省略し、直ちに質疑に入りま

す。

質疑は、配付の質疑通告順序表に従って発

言を許可いたします。

質疑者、答弁者とも予算審査の趣旨に添っ

て、簡潔明瞭にお願いをいたします。なお、

２問目以降の質疑については、答弁に疑義の

ある場合に質疑を行うものとし、新規の質疑

は行わないようお願いいたします。

第145号議案 令和３年度新城市一般会計

補正予算（第９号）を議題とします。

歳出３款民生費の質疑に入ります。

質疑者、浅尾洋平委員。

○浅尾洋平委員 それでは、質疑通告に従い

まして質疑を行わせていただきます。

歳出３の３の１児童福祉総務費、子育て世

帯への臨時特別給付金給付事業、11ページに

なります。３点ございます。

１、２億9,113万７千円の事業費になりま

すが、主な内容を伺います。

２点目、給付日程を伺います。

３、所得制限の有無と申請方法を伺います。

〇丸山隆弘委員長 浅井こども未来課長。

○浅井直樹こども未来課長 第145号議案

令和３年度新城市一般会計補正予算（第９

号）、歳出３款３項１目児童福祉総務費、子

育て世帯への臨時特別給付金給付事業につい

てお答えさせていただきます。

初めに、２億9,113万７千円の事業費の主

な内容ですが、新型コロナウイルス感染症に

よる影響が長期化する中、その影響に苦しん

でいる子育て世帯を支援する観点から、高校

生までの子どもがいる世帯に対し臨時特別給

付金を給付し、事業費の主な内容としまして

は会計年度任用職員報酬、時間外勤務手当、

費用弁償、消耗品費、通信運搬費、振込手数

料、システム改修業務委託料、子育て世帯へ

の臨時特別給付金です。

次に、２問目の給付日程、支給対象者、人

数、給付額、支給時期ですが、支給対象者は

平成15年４月２日から令和４年４月１日生ま

れの児童を養育している父母等で、約３千人

に支給する予定です。また、対象児童数は約

5,741人で、対象児童１人当たり現金５万円

を支給するため総給付額は２億8,705万円を

見込んでいます。支給時期について、児童手

当を受給している方は対象児童や金融口座の

情報を把握しているため、令和３年12月27日

に児童手当の支給先の口座に申請不要の方式

で振り込む予定です。その他の方については、

申請受付後、令和４年１月以降に支給を予定

しています。

次に、３問目の所得制限の有無と申請方法

ですが、本給付金の支給対象には所得制限が

設けられており、児童手当の受給者と定めら

れています。また、令和２年中の所得が児童

手当の所得制限限度額以上である特定給付の

受給者は対象外であると定められています。

また、令和３年９月30日時点で高校生世代

のお子さんのみを養育しており、主たる生計

維持者の所得が児童手当支給対象となる所得

制限額未満の方で、所属庁から令和３年９月

分の児童手当の支給を受けている公務員につ

いては申請が必要となり、対象者には案内及

び申請書を郵送することで申請が必要である

ことを周知し、郵送等で申請受付を行う予定

です。

〇丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。

○浅尾洋平委員 分かりました。こちらは国

からの施策の給付ということで理解をいたし

ました。総合的には、子どもの苦しい世帯へ

ということで私も理解はできております。

しかし、私自身はやっぱりコロナで苦しん
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でいるのは子育て世帯だけではないものです

から、やはり非正規労働者の方とか、あとコ

ロナでバイトができない学生さんとか、そう

いった生活困窮者の方がいるものですから、

そこの子育てだけに絞るということは、私自

身やっぱり違うんではないかなと思います。

しかし、今回の子育て世帯への苦しんでい

る方もおみえになるものですから、そういっ

た視点で充実する質疑ができればと思ってお

ります。

今回、5,741人の児童の方がいるというこ

とで給付対象になるんですが、こちらのほう

は早ければ12月27日の時点で児童の給付、９

月の児童手当の給付者はできるということで

いいのかというのが１点と、あと高校生世代、

また公務員の方ということで、こちらは申請

書が要るのかどうか、そういった２点を伺い

たいと思います。

〇丸山隆弘委員長 浅井こども未来課長。

○浅井直樹こども未来課長 中学生以下の児

童を養育し、令和３年９月分の児童手当受給

者の方については12月27日に支給をいたしま

す。支給対象者には、12月中旬に案内を送付

します。

また、それ以外の方について、新生児や高

校生世代の児童のみを養育している方、公務

員の方については申請を受付後、順次支給を

していく方向になります。

〇丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。

○浅尾洋平委員 もうちょっと聞きたかった

んですが、申請書というのを出さないといけ

ないのかということと、またその周知、しっ

かりやはり申請書を出す手間があると思うも

のですから、そちらを漏れがないようにどの

ように周知徹底していくのか、そこら辺の対

応策はどうなっているのか伺いたいと思いま

す。

〇丸山隆弘委員長 浅井こども未来課長。

○浅井直樹こども未来課長 高校生世代の児

童のみ養育している方や公務員の方について

は申請書が必要になりますので、こちらとし

ては12月下旬頃対象児童を含む世帯等に申請

のためのお知らせを送付いたしまして、予定

としては令和４年１月７日から申請を受け付

けさせていただくスケジュールとなっており

ます。

〇丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。

○浅尾洋平委員 そこで、しっかり漏れがな

いという形で周知徹底が完全にできるという

状況になるのかどうか、伺いたいと思います。

〇丸山隆弘委員長 浅井こども未来課長。

○浅井直樹こども未来課長 あらかじめこど

も未来課で対象となる世帯に対して申請を郵

送で案内を送付させていただいて、その方に

申請を出していただいて順次支給をしてまい

りたいと思いますので、あとは市のホームペ

ージや広報などでお知らせをしてまいります

ので、よろしくお願いいたします。

〇丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。

○浅尾洋平委員 そういった形でしっかり周

知をして申請書を漏れなく皆さんに出しても

らうということで徹底していただきたいと思

っております。

あと、所得制限のことについてお伺いした

いんですが、所得制限の大体収入は幾らぐら

いの方が所得制限にかかるとなっているのか

伺いたいのと、あとその数がもしも分かれば

教えてください。

〇丸山隆弘委員長 浅井こども未来課長。

○浅井直樹こども未来課長 所得制限につき

ましては、児童手当の所得制限限度額を用い

ます扶養親族数によって所得制限額が異なり

ます。例えば、扶養親族数３人の場合につい

ては収入の目安としては960万円、所得制限

限度額については736万円ということで、児

童手当の所得制限限度額を用いることになり

ます。

数につきましては、支給対象となる児童の

見込みなんですが、９月分の児童手当の受給

者が3,981人、高校生世代については1,145人、
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新生児については93人、公務員については

522人で、支給対象となる児童については

5,741人を見込んでおります。

〇丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。

○浅尾洋平委員 分かりました。年収が

960万円以上の世帯を省くという形になるの

かなと思っておりますが、またそこで、所得

制限にかかる方もいるよということで理解を

いたしました。

あと、この給付の時点では、ニュースでも

行っていると思いますが、５万円現金、５万

円はクーポンということですが、新城はどう

していくのかというのを伺いたいと思ってお

ります。クーポンは967億円の事務経費がか

かるといっておりますので、そこら辺のお金

がかかるんだったら、やっぱり現金で10万円

出したほうがいいと、大阪市も言っておった

りしますが、そういった考え、あるのかどう

か、またクーポンの経費、幾らかかるのか等

分かれば教えてください。

〇丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員に申し上げ

ます。新規の質疑に入ってくるかと思います

が、その辺容赦していただいてお願いしたい

と思います。

浅井課長、いいですか。答えられるようで

したら範囲の中で答えていただいて。

浅井こども未来課長。

○浅井直樹こども未来課長 クーポンについ

ては、国の事業の説明会があったばかりでま

だ国や県から実施要綱などが届いておりませ

んので、まだ内容も不明な点もございまして、

検討している段階であります。

〇丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。

○浅尾洋平委員 では、クーポンの件はまだ

全然聞いていないということで理解をいたし

ました。

声としては、現金給付のほうが事務手数料

が要らないのではないかというところで、経

費を浮かせるためにも現金給付でという声が

ありますので、ぜひそういったことも考慮に

入れていただき、考えていただければと思っ

ております。

最後、１点だけにしますが、もしこの給付

のときに、給付する家庭の事情、それぞれあ

ると思いますが、特殊な事情になるかと思い

ますが、ＤＶを受けているお子さんと一緒に

シェルターとかに入っている方とか、そうい

ったことのケースについては５万円支給、ど

ういう形で対応するのか、また対応の考えが

あるのかどうか、伺いたいと思います。

〇丸山隆弘委員長 浅井こども未来課長。

○浅井直樹こども未来課長 ＤＶに対する対

応につきましては国のほうからも要綱が届い

ておりますので、国の要綱に準じて居住地の

ほうで申請受付を行うこととなりますので、

国の要綱に基づいて事務を進めてまいりたい

と思います。

〇丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員。

○浅尾洋平委員 国の要綱がどういう形で対

応しているのか、分かったら教えていただき

たいんですが、そういった方がいる方は早め

に市のほうに連絡して対応をしてもらうとい

うところが始まりの対応策かなと思うんです

が、そこら辺の、今、困っている方はどうい

うふうにアプローチすれば対応してくれるの

かどうか、市の対策、対応を伺いたいと思い

ます。

〇丸山隆弘委員長 浅井こども未来課長。

○浅井直樹こども未来課長 ＤＶの関係です

と、こども未来課と児童養育支援室が担当に

なりますので、児童養育支援室と申請受付に

ついて様々な打合せを行いながら進めてまい

りたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

〇丸山隆弘委員長 浅尾洋平委員の質疑が終

わりました。

以上で、通告による質疑が終わりました。

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇丸山隆弘委員長 質疑なしと認めます。
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歳出３款民生費の質疑を終了します。

以上で第145号議案の質疑を終了します。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇丸山隆弘委員長 討論なしと認めます。

討論を終了します。

これより、第145号議案を採決します。

本議案は、原案のとおり可決することに異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇丸山隆弘委員長 異議なしと認めます。

よって、第145号議案は原案のとおり可決

すべきものと決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

以上で本委員会に付託されました議案の審

査は全て終了しました。

なお、委員会の審査報告書及び委員長報告

の作成については、委員長に一任願いたいと

思います。

これに異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇丸山隆弘委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。

これをもちまして、予算・決算委員会を閉

会します。

閉 会 午前11時08分

以上のとおり会議の次第を記録し、これを

証するために署名する。

予算・決算委員会委員長 丸山隆弘


